
13 R5.5月号R5.5月号広報きやま広報きやま

Information

　

交通安全コラム Vol.45交通安全コラム Vol.45
守ろう！自転車安全利用五則守ろう！自転車安全利用五則

　自転車は、道路交通法では軽車両に位置づけられており「車の仲間」です。自転車に乗るときの基本ルール「自転車安
全利用五則」を守り、交通マナーを実践するなど、安全運転を心がけましょう。
　また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知り、安全のためお互いを思いやりましょう。

問 住民課 くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１

①車道が原則、左側を通行
　歩道は例外、歩行者を優先
自転車は「車の仲間」で、車道通行が原則
です。車道を通行するときは、道路の左側
を通行しましょう。

歩道を通行するときは、車道寄りを徐行し
ましょう。

②交差点では信号と
　一時停止を守って、安全確認
信号無視は危険です。信号は必ず守りま
しょう。また、一時停止標識のある場所で
は、必ず止まって左右の安全を確認しま
しょう。

③夜間はライトを点灯

④飲酒運転は禁止

⑤ヘルメットを着用

無灯火は、周囲から自転車が見えず危険
です。夜間はライトを点灯しましょう。

自動車と同じく、酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

大切な命を守るためにも、乗車用ヘルメットをかぶって自転車に
乗りましょう。

★ 消費生活相談窓口等には、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも相談することができます。身近な人が
トラブルに気付いた場合には、できるだけ早く相談してください。

★ 困ったときは、すぐに消費生活相談窓口等にご相談ください

消費生活コラム vol.41消費生活コラム vol.41

◇屋根や外壁、水回りなどの “ 住宅修理 ”

◇保険金で住宅修理できると勧誘する “ 保険金の申請サポート ”

◇ “ インターネットや電話、電力・ガスの契約切替 ”

◇ “ スマホのトラブル ” 契約内容や操作を確認

◇健康食品や化粧品、医薬品などの “ 定期購入 ”

◇パソコンに警告表示 “ サポート詐欺 ”

◇ “ 架空請求 ”、“ 偽メール・偽 SMS”

参考：独立行政法人国民生活センター発行 見守り新鮮情報第 442 号参考：独立行政法人国民生活センター発行 見守り新鮮情報第 442 号

高齢者とそのまわりの人に気を付けてほしい消費者トラブル 10 選高齢者とそのまわりの人に気を付けてほしい消費者トラブル 10 選
問 住民課 くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１

◇在宅時の突然の “ 訪問勧誘、電話勧誘 ”

◇ “ 不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘 ”

◇偽サイトなどに注意 “ インターネット通販 ”

ひとこと助言ひとこと助言

有
料
広
告

違反すると
３か月以下の懲役

または５万円以下の罰金

違反すると
２万円以下の罰金

または科料

違反すると
３か月以下の懲役

または５万円以下の罰金

違反すると
５万円以下の罰金

違反すると
酒に酔った状態で運転した場合

５年以下の懲役 または 100 万円以下の罰金
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町からのお知らせ

SAGA2024 国スポ・全障スポ啓発の協賛をいただきました
問 まちづくり課　国スポ・全障スポ推進室　国スポ・全障スポ推進係　☎８５－７６８６

　2024 年に基山町で開催される、SAGA2024 国スポ・全障スポ啓発の協
賛をいただきました。

企業版ふるさと納税による寄附をいただきました
問 企画政策課　総合計画推進係　☎９２－２１８８

　基山町の地方創生の事業に対して、企業版ふるさと納税として寄附をいただきました。

▽企業名　株式会社ワイ・デー・ケー（本社：東京都稲城市押立 1705 番地）

▽寄附額　希望により非公開

▽寄附対象事業と活用方法

　基山町合宿所整備プロジェクト

　…基山町合宿所をさらに活用し、まちのスポーツ振興につなげるとともに、
　　町民総意のおもてなし体制の構築、まちの活性化を図ります。
　「アイ」・「人」・「場所」をつなぐ公共交通プロジェクト

　…健康で豊かな生活に寄与できるよう、コミュニティバスなどを活用した
　　持続可能な公共交通サービスの維持を図ります。

▽企業名　株式会社ワイ・デー・ケー九州（基山町大字小倉 34 番地 4）

▽協賛品　クリアファイル 2,500 部

▽活用方法

　町内の小中高等学校の児童生徒に配布するなど、国スポ・全障スポ啓発
　のために有効に活用させていただきます。

役場では「クールビズ」を実施します
問 総務課　行政係　☎９２－７９１５

　役場では、５月１日（月）から10 月 31 日（火）までの間、地球環境保護、冷房にかかる経費の節減を目的として、

職員が軽装（ノーネクタイ、ノー上着、ポロシャツ等）で執務を行います。

　町民の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。役場への来庁の際は、ぜひ軽装でお越しください。

司法書士大串法光事務所
基山町宮浦１５５（京町ＪＡスタンド交差点南側）

T E L  ０９４２－９２－６７２２

相続 ・ 遺言 ・ 登記
成年後見 ・ 法律相談

【月～金】８：３０～１８：３０【土日】電話予約で休日や時間外でもご相談に応じます。

☆相談は無料です。お気軽にお電話、お立ち寄りください☆

有
料
広
告

▲株式会社ワイ・デー・ケー九州
　代表取締役　大日向 正司様（右）

▲株式会社ワイ・デー・ケー
　代表取締役　坂本 洋子様（右）
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犬を散歩させるときは、フン・尿の後始末を！
問 まちづくり課　環境対策室　生活環境係　☎９２－７９４１

　道路や公園などで犬と散歩をしている途中、犬がフンをしてもそのままにしている人がいます。また、家の玄関
先や車庫に犬がおしっこをかけることは、住民だけでなく、誰もが不快に思う大変迷惑な行為です。
　基本的には散歩の前にトイレを済ませ、屋外でしてしまった場合は、最低限のマナーを守るようにしましょう。

・犬を散歩させるときは、ビニール袋やスコップ、水などを携帯しましょう。
・フンは必ず飼い主が拾って持ち帰りましょう。
・おしっこは、携帯している水（マナー水）などをかけて洗い流しましょう。

悪質な場合には町の指導により
５万円以下の罰金を

科せられることがあります

全国瞬時警報システム（Ｊ－アラート）

全国一斉情報伝達試験を実施します
問 総務課　防災係　☎９２－７９１５

　Ｊ－アラートとは、地震・津波や武力攻撃などの災害時に国から送られてくる緊急情報を、人工衛星などを活用し
て瞬時に伝達するシステムです。
　町では、Ｊ－アラートで国から送られてくる情報を町内に伝える防災行政無線について、伝達試験を実施します。
試験放送の実施について、ご理解とご協力をお願いします。

▽試験日時　６月７日（水）午前 11 時ごろ

▽試験内容　防災行政無線のスピーカーから、

　　　　　　右の内容が一斉放送で流れます。

①上りチャイム音
②『これは、Ｊ－アラートのテストです。（３回）こちらは、基山町です。』
③下りチャイム音

県内一斉ふるさと美化活動にご協力ください
問 まちづくり課　環境対策室　生活環境係　☎９２－７９４１

　ふるさと美化活動が県内一斉に実施されます。自宅周辺の道路などでのごみ拾いにご協力をお願いします。

▽日時　６月４日（日）午前中

▽場所　各区で選定した場所
　　　　または自宅周辺の道路、公園、河川など

▽注意事項　

・少雨決行です。大雨時は各区で判断し、中止の場合
　６月中に実施します。
・ポイ捨てや不法投棄以外のごみ、家庭からのごみは
　定期回収で出しください。

ふるさと美化活動で集めたごみの回収について
①各区に配布している「ふるさと美化活動専用袋」に入れ、
　午前 11 時までに公民館に集めてください。

②専用ごみ袋は可燃と不燃の２種類ですが、可燃ごみ
　（ペットボトル含む）・缶・ビン・不燃物の４種類に分
　別すれば、どちらの袋を使用してもかまいません。
③公民館に集めた専用ごみ袋は、翌日以降に収集します。

有
料
広
告
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町からのお知らせ

人権行政相談を実施しています
問 総務課　文書法令係　☎９２－７９１５

　町では、人権擁護委員や行政相談委員による人権
行政相談を実施しています。人権問題、行政問題で
お悩みの人は、お気軽にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。

▽日時　毎月第３木曜　午後１時～４時

▽会場　基山町民会館

人権擁護委員
さまざまな人権上の問題について話を聞き、解決に向け
てお手伝いします。

行政相談委員
国の仕事や手続き、サービスについての苦情や相談に応
じ、解決に向けてお手伝いします。

法務大臣が委嘱

総務大臣が委嘱

山本頼子さん、井上正史さん、前田淳子さん

内山敏行さん

特設人権相談所を開設します
問 総務課　文書法令係　☎９２－７９１５

　町では、特設人権相談所を開設します。いじめ、差別、虐
待、セクハラ、配偶者やパートナーからの暴力、近隣の騒音、
その他人権に関わる悩みごとなど、お気軽にご相談ください。

▽日時　６月１日（木）午後１時～４時

▽会場　基山町民会館　２階会議室 A

月～金曜（祝日を除く）
午前８時 30 分～午後５時 15 分

☎０５７０－００３－１１０

全国共通相談ダイヤル
（最寄りの法務局につながります）

＼こちらもご利用ください／

ゼロゼロみんなの ひゃくとおばん

有
料
広
告

第 61 回町民チャリティーゴルフ参加者募集
問 まちづくり課　国スポ・全障スポ推進室　文化・スポーツ係　☎９２－７９３５

　基山町ゴルフ協会では、町民チャリティーゴルフ大会を開催します。皆さんのご参加をお待ちしています。

▽日時　５月 10 日（水）

▽場所　小郡カンツリー倶楽部

▽参加費　2,000 円（プレー代 11,500 円、食事代は別／セルフプレー）

▽申込締切　５月８日（月）

▽申込先　基山町体育協会（基山町まちづくり課内）　※参加には、基山町ゴルフ協会への登録が必要です
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担当４・６区
木原 照雄

担当 14・15 区
長野 郁生

担当７・11 区
一色 亮

基山町青少年問題協議会 補導員を紹介します
問 こども課　こども未来係　☎９２－７９６８

　４月から、補導員として 9 人が町長から委嘱を受けました。令和７年３
月 31 日までの２年間、青少年の健全育成のために活動します。

元町補導員長の八郷清孝さんへ

表彰状を贈呈しました

有
料
広
告

問 まちづくり課　協働推進係　☎９２－７９３５

「セクシュアル・ハラスメント」について知ろう
男女共同参画通信 

　性的な冗談、食事への執拗な誘い、身体への不必要な接触など、本人の意に反する性的な言動によって、本人が不利益を受けたり、
環境が害されたりすることです。異性間だけでなく、同性に対するものも含まれます。
　例えば、職場などでのハラスメントは、被害者の心身を傷つけるだけでなく、業務に支障をきたし、取引先や顧客からの信用を失う
重要な問題です。被害者にも加害者にもならないよう、ハラスメントについて知ることが大切です。

セクシュアル・ハラスメントとは？

加害者にならないために
・勝手な憶測や思い込みで判断しない
　（ハラスメントにあたるかどうかは、受け手の判断で決まります）
・相手が嫌がることを繰り返さない
・相手の気持ちを考えて行動する
　（相手が明確に意思表示するとは限りません）

被害者にならないために
・ハラスメントを無視したり、受け流したりしない

・嫌なことは「嫌」とはっきり伝える

・一人で我慢せず、身近な人に相談する

普段から自分の言動に注意し、セクハラにつながらないよう意識しましょう。

担当１・２区
原 政寛

担当９区
原 和彦

担当３・12 区
牟田 和夫

担当 10・13 区
櫻井 明敏

担当 16・17 区
三根 良博

担当５・8 区
白井 利幸

　４月11日、 元町補導員の八郷清孝さん

に対し一般表彰を行いました。

　八郷さんは、 平成２年７月から今年３月

の勇退まで、 基山町青少年問題協議会

補導員長として、 青少年の非行防止と健

全育成に尽力されました。

▲元町補導員長の八郷清孝さん（右）
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離乳食教室に参加しませんか

　離乳食の時期には分からないことや悩むことがたくさんあると思います。「なぜ離乳食の段階を踏まなければ

ならないの？」「食材の選び方は？」「好き嫌いが少ない子に育てるためには？」などについてお話しします。
 　離乳食がスタートしてから疑問に思うことなど、お気軽にお尋ねください。

▽日時　　５月 23 日（火）午後１時 30 分～２時 30 分

▽場所　　基山っ子みらい館　子育て交流広場

▽内容　　管理栄養士による講話（調理や試食はありません）

▽対象　　町内在住の５・６か月児とその保護者（10 名程度）

▽持参するもの　子どもノート、筆記用具

　　

　きやま子育て交流広場では、次のような方が利用しています。皆さんも遊びに来ませんか。

遊びに来ませんか

きやま子育て交流広場（基山っ子みらい館）
申問 きやま子育て交流広場（基山っ子みらい館内）　☎９２－６６３０

▽プレイルーム開放時間
　 午前９時～午後１時、午後２時～５時

▽ランチルーム利用可能時間
　 午前 11 時 30 分～午後１時（時間外の利用はご相談ください）

▽休館日
　 日曜、祝日、年末年始

▽利用にあたってのお願い
　・利用するときは、保護者が同伴してください。
　・遊んだ後はお片づけをしましょう。おもちゃは譲り合って遊びましょう。
　 ・入館時に検温と消毒のご協力をお願いします。
　・利用状況により、マスクの着用をお願いする場合があります。

申問 基山っ子みらい館　☎９２－２３０５

手遊び歌や

親子遊びを知りたい

同世代の子どもと

一緒に遊ばせたい

子どもを集団に

慣れさせたい

子育てについて

情報交換したい

他のママやパパと

友達になりたい

参 加 無 料

有
料
広
告

月齢が近い赤ちゃんや
保護者同士の交流の場としても
お役立てください

お子さんといっしょにどうぞ
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　４月１日、母子保健推進員として 19 名が町長から委嘱を受けました。
令和７年３月 31 日までの２年間、乳幼児健診や相談のお手伝い、地区の赤ちゃん訪問やバンビの会、総合
健診・婦人がん検診時の託児などの活動をします。

こんにちは 母子保健推進員です
申問 基山町保健センター　☎８５－９０９５

1 区
冨山 千惠美

２区
長野 加代子

３区
森 正子

４区
古賀 佐和子

５区
森 尚子

６区
天本 登規子

8 区
稲月 純子

9 区
古賀 涼子

９区
中村 千惠子

９区
天本 美栄

10 区
坂元 由美子

11 区
山田 芳江

13 区
黒岩 淳子

14 区
中村 康代

15 区
江頭 蘭子

16 区
河野 文江

17 区
田中 順子

７区
重松 幹子

12 区
古川 功子

各区に母子保健推進員が
います。
地域の身近な相談役とし
て、家庭と保健センターと
をつなぐパイプ役として、
お気軽にご相談ください。

基山中学校 補充学習等支援事業の講師を募集します

　町では、中学生の学力向上と学習習慣の定着を図るため、６月から補充学習を行います。そこで、中学生の

基礎的な学力補充を支援する講師を募集します。

申問 教育学習課　学校教育係　☎９２－７９８０

▽募集人員 若干名

▽応募資格 資格、年齢、住所は不問

▽勤務時間 平日 ( 週２回程度 )
放課後の１時間半程度

▽報酬 １回あたり 3,300 円

▽申込締切
５月 15 日 ( 月 ) 必着

（窓口に持参する場合は
　平日の午前 8 時半～午後５時 15 分）

▽申込方法 教育学習課へ履歴書を郵送または持参
( 履歴書の様式は問いません )


